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 経歴 
– 1996年 筑波大学大学院博士課程物理学研究課修了 理学博士、国内暗号ソフトウェアベンダー入
社 

– 1998年 KPMGコンサルティング株式会社 入社 

– 2003年 環境省CIO補佐官 

– 2008年 株式会社イマーディオ設立 代表取締役 

– 2010年 経済産業省CIO補佐官・最高情報セキュリティアドバイザー（現職）  

– 2013年 内閣官房 IT総合戦略室 政府CIO補佐官（現職） 

– 2015年 厚生労働省CIO補佐官（6月－9月） 

 最近の業務 
– 法人ポータル、ID連携トラストフレームワーク、行政手続におけるAIの利活用 

 資格等 
– 理学博士（筑波大学大学院博士課程物理学研究課修了） 

– 公認情報システム監査人（CISA） 
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経歴② 

 業務経験 
– ITガバナンス関係 

政府機関の刷新可能性調査、運用経費の見直しプロジェクト、最適化計画レビュー、予算要求レビュー、
ITIL 

– 情報システム監査 

情報セキュリティ関係情報セキュリティポリシー策定、ISMS認証取得、Pマーク取得支援、情報セキュリティ監
査、政府機関情報セキュリティポリシー策定、情報セキュリティマネジメントシステムの導入支援 

– 電子署名関係 

認証局監査、Webtrust関連業務、認定認証業務取得支援 

 書籍等 
– 『未来を拓くマイナンバー—制度を使いこなす事業アイディア』中央経済社, 

– 『COBIT実践ガイドブック 日本ITガバナンス協会／監修』 日経BP社 

– 『知っておきたい電子署名・認証のしくみ』 日科技連出版社 

– 『ネットビジネスのセキュリティー  セキュリティポリシーの上手な作り方』 日科技連出版社 



サイバーセキュリティ基本法 
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「サイバーセキュリティ」の定義 

第2条 
この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
（以下この条において「電磁的方式」という。）により記録され、
又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要
な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性
及び信頼性の確保のために必要な措置（情報通信ネットワーク
又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体（以下「電磁
的記録媒体」という。）を通じた電子計算機に対する不正な活
動による被害の防止のために必要な措置を含む。）が講じられ、
その状態が適切に維持管理されていることをいう。 
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サイバーセキュリティ戦略 
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サイバーセキュリティ2015 
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サイバーセキュリティ政策に係る 
年次報告（2015年度） 
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サイバーセキュリティ2016 
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政府機関統一基準 
 
政府機関等の情報セキュリティ対策の
ための統一基準 
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APT対策 
IPA 「高度標的型攻撃」対策に 
向けたシステム設計ガイド 
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Security by Design（SBD） 
 
情報システムに係る政府調達における
セキュリティ要件策定マニュアル 
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オンライン手続におけるリスク評価及び
電子署名・認証ガイドライン 
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平成29年度 
サイバーセキュリティ関連予算 
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（参考）官民データ活用推進基本法 
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定義（官民データ、AI、IoT、クラウド） 
 この法律において「官民データ」とは、電磁的記録に記録された情報（国の安全を損ない、公の秩
序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。）で
あって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人（独立行政法人通則法第二条第一項に
規定する独立行政法人をいう。第四の七の１において同じ。）若しくはその他の事業者により、そ
の事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいうこと。 

 この法律において「人工知能関連技術」とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な
機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいうこと。 

 この法律において「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」とは、インターネットに多様かつ多数
の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関
する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率及び
生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上
及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいうこと。 

 この法律において「クラウド・コンピューティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度
情報通信ネットワークを通じて電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）を他人の情報処
理の用に供するサービスに関する技術をいうこと。 
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推進計画及び会議 

推進計画 
– 政府は、官民データ活用推進基本計画を定めなければならないこと。 

– 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、都道府県官民データ活用推進計画
を定めなければならないこと。 

– 市町村は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計
画を勘案して、市町村官民データ活用推進計画を定めるよう努めるものとすること。 

会議 
– 官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、高度情報通信
ネットワーク社会推進戦略本部に、官民データ活用推進戦略会議（以下「会議」という。）
を置くこと。 

– 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法について、高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部の所掌事務に次に掲げる事務を追加すること等所要の規定を整備すること。 

• １ 官民データ活用推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

• ２ １のほか、官民データ活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価その他の官民データ活用の
推進に関する施策で重要なものの実施の推進及び総合調整に関すること。 
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